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入 札 説 明 書 

 令和７年１０月１５日さいたま市公告（調達）第９９号により公告した「さいたま市立岸町保育園

外４６園で使用する電気」の入札等については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書に

よるものとします。 

１ 件名 

さいたま市立岸町保育園 外４６園で使用する電気 

２ 仕様その他明細に関する質問方法 

（１）提出先   さいたま市子ども未来局子育て未来部保育課（公立保育管理係） 

〒330‐9588 

さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

         電話 ０４８‐８２９‐１８６７（直通） 

FAX   ０４８‐８２９‐２５１６ 

（２）提出方法  添付の質問書を以下アドレス宛電子メールで提出してください。 

         宛先：hoiku@city.saitama.lg.jp 

         ※件名には「【保育課電力入札】質問書」の文を入れるようにしてください。 

（３）受付期間  公告の日から令和７年１１月５日（水）まで 

（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１

条に規定する休日（以下「休日」という。）を除く、毎日午前９時から午後４

時まで） 

（４）回答方法  令和７年１１月１９日（水）までに電子メールにて送付します。 

３ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出に関する事項 

競争入札参加申込兼資格確認申請書は、次に掲げる書類を添付し、令和７年１１月５日（水）

までに必ず提出してください。 

ア 公告 第２項 競争入札参加資格に関する事項 （４）を証明する書類。 

電気事業法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第７２号）施行後の電気事業法（昭

和３９年法律第１７０号）第２条第１項第３号に規定する小売電気事業者の登録を受けた者

又は電気事業法附則第２条第１項により同法第２条の２の登録を受けたものとみなされる

者、又は小売電気事業者の電力を媒介、代理、取次をする者は、その証明する書類の写し。 

イ 公告 第２項 競争入札参加資格に関する事項 （５）を証明する書類。 

電源の所在地、当該電源の出力及び電気の送電方法等、供給体制（事故発生時の対応を含

む）を記載した書類（任意様式） 

４ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

（１）交付場所 

２（１）に同じ 

（２）交付日時 

令和７年１１月１９日（水）午前９時から午後４時まで 
（３）その他 

郵送希望者については、３の書類提出時において返信用封筒に１１０円切手を貼付し、申し出た場

mailto:hoiku@city.saitama.lg.jp
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合のみ受け付けるものとします。 

５ 入札 

入札日時・場所については以下のとおりです。 

日時：令和７年１２月３日（水）午前１０時００分 

場所：さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所 西会議棟１階 第７会議室 

【郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先】 

受領期限：令和７年１２月２日（火）必着  

書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出してください。 

送付先：〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４  

さいたま市子ども未来局子育て未来部保育課 

６ 入札保証金の納付免除に関する事項 

（１）競争入札に参加しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は、入札保証金の納付免除

となります。 

ア 過去２年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上に

わたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者。 

  イ 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

（２）入札保証金の納付免除を申請する場合は、令和７年１１月５日（水）までに、入札保証金免

除申請書に次の書類を添付して提出してください。  

  ア （１）のアに該当する場合  契約書の写し 

イ （１）のイに該当する場合  入札保証保険証券 

７ 入札及び開札に立ち会う者に関する事項 

（１）入札及び開札に立ち会う者は、入札参加者又はその代理人とし、１名のみ入札場所へ入場で

きます。なお、代理人が立ち会う場合は、入札に関する権限及び開札に関する権限の委任を受

けなければなりません（入札前に委任状を提出していただきます）。 

また、入札及び開札時には、必ず携帯電話の電源を切ってください。 

（２）入札参加者又はその代理人は、入札場所に入場するときは、競争入札参加資格確認結果通知

書の提示を求めますので、必ず持参してください。 

８ 入札保証金に関する事項 

（１）入札保証金の納付期限  令和７年１１月２６日（水） 

（２）入札保証金の納付場所  さいたま市の指定する金融機関 

（３）その他  入札時に領収書の写しを必ず持参してください。郵便による入札を行う場合は、

領収書の写しを必ず同封してください。 

９ その他必要な事項  

（１）提出書類に関する注意事項 

競争入札参加資格を得るため又は入札保証金の免除に必要な条件の証明に当たって提出す

る契約書及び仕様書等の書類が日本語以外の記載の場合は、その翻訳本を添付してください。 

（２）入札方法 

ア 入札書及び入札金額見積内訳書を、表に「さいたま市長」と書いた封筒に入れて提出して

ください。なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と

朱書きの上、必ず書留郵便（簡易書留郵便を含む）にて送付してください。 
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イ 初度入札時には、入札金額見積内訳書を必ず提出してください。 

ウ 入札金額見積内訳書の様式を以下の条件別に用意しますので、仕様書別紙２－１、２－２

に示す、契約電力、契約容量、契約電流及び予定使用電力量等にしたがって、見積ってくだ

さい（その他当該契約に関する一切の諸経費を含めてください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 入札金額ですが、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった金額（入札金額見積内訳書の合計額）の１１０分の１００に

相当する金額を入札書に記載してください。 

オ 入札金額見積内訳書において、所定様式に積算の内訳を記載できない場合は、所定様式を

見本に入札金額の積算の内訳を任意様式（用紙はＡ４サイズとし、２ページ以上に及ぶとき

は袋とじのうえ、割印をすること。）に記載して提出してください。入札金額見積内訳書の

積算に誤りがある場合、または入札金額見積内訳書が入札金額と対応していない場合は、無

効とします。 

（３）再度入札の実施 

ア 落札者がない場合は、直ちに再度入札を行います。 

イ 再度入札の回数は、１回とします。 

ウ 再度入札には、初回の入札に参加しなかった者、開札に立ち会わなかった者及び初回の入

札で無効とされた者は参加できません。 

（４）契約手続等 

ア 契約予定日 

  令和７年１２月１１日（木） 

イ 契約書に記載する金額 

契約金額（基本料金及び電力量料金）は、落札決定した価格の「入札金額見積内訳書」の項目 

による税込み単価（内税方式）とします。 

ウ 支払方法 

支払方法は、暦月を単位とした各項目の数量に税込み単価を乗じて得た金額を支払うものとし 

ます。 

エ 縦覧に供する契約条項等 

（ア）さいたま市契約規則 

（イ）さいたま市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 

（ウ）さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（物品） 

１０ 契約及び入札に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

契約種別 力率 

低圧電力 ９０％ 

低圧電力 ８５％ 

低圧電力 ８０％ 

従量電灯Ｃ － 

従量電灯Ｂ － 

５種類の入札金額見積内訳書を用意し

ます。 
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 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

 さいたま市子ども未来局子育て未来部保育課（公立保育管理係） 

電話 ０４８‐８２９‐１８６７（直通） 

１１ 特記事項 

この契約は地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約に該当します。 

そのため、この契約を締結した会計年度の翌年度以降において、さいたま市の歳出予算におけ

る当該契約金額に基づく予算措置がなされない場合は、本契約を変更または解除する場合があり

ます。 

１２ 添付書類 

（１）さいたま市立岸町保育園外４６園で使用する電気の仕様書 

（２）さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（物品の製造、買入れ、修理（物品等の

賃貸借を除く）） 

（３）さいたま市電気需給契約基準約款 

（４）競争入札参加申込兼資格確認申請書 

（５）入札保証金免除申請書 

（６）質問書 

（７）仕様書別紙２・３ 
（８）入札書・委任状・入札辞退届 
（９）入札金額見積内訳書 



 

さいたま市立岸町保育園 外４６園で使用する電気の仕様書 

 
１ 概要 

⑴ 需要場所 さいたま市立岸町保育園 外４６園 

さいたま市浦和区岸町６－５－１２ 外 

  （詳細は別紙１－１～１－２のとおり） 

⑵ 業種及び用途 保育園（動力需要／電灯需要） 
 

２ 仕様 
⑴ 需要場所（用途別）の供給電気方式、供給電圧、計量電圧、標準周波数等 
ア 動力需要 

別紙１－１のとおり 
イ 電灯需要 

別紙１－２のとおり 
⑵ 需要場所（用途別）の契約電力等および予定使用電力量 
ア 動力需要 

別紙２－１のとおり 
イ 電灯需要 

別紙２－２のとおり 
⑶ 需要場所（用途別）の電気使用実績 

ア 動力需要 
別紙３－１のとおり 

イ 電灯需要 
別紙３－２のとおり 

⑷ 需給期間 
令和８年２月の検針日から令和９年２月の検針日の前日まで 

（上記需給期間を原則とし、これによりがたい場合には、さいたま市電気需給契約基準約款第１２

条により算定される期間とする。） 
⑸ 電力量等の検針 
 遠隔自動検針による検針方法とする。受注者は、スマートメーターへの切換え、又は、自動検針

端末の取付けが行われていない需要場所の計量器について一般送配電事業者と調整を図ること。 
⑹ 需給地点 

   別紙１－１～１－２のとおり 
⑺ 電気工作物の財産分界点 

需給地点に同じ 
⑻ 保安上の責任分界点 

   電気工作物の財産分界点に同じ 
 ⑼ 供給電気の要件等 

  供給電力に占める再生可能エネルギー電気の割合は 100%以上とすること。なお、再生可能エネ



 

ルギーであることを証明する証書等は、以下のとおりとする。 
ア 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能

エネルギー電気とセットで供給されることで電源が特定できる非化石証書（再エネ指定）。 
イ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気由来の証書であって FIT 非化石証

書及びトラッキング付非 FIT 非化石証書（再エネ指定）、グリーンエネルギー証書（電力）、再

生可能エネルギー電気由来の J-クレジット。 
 
３ 特記事項 

⑴ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。 
⑵ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整（燃料費調整額）及び仕様書に定めのないその

他の供給条件については、さいたま市電気需給契約基準約款及び関東管内の一般送配電事業者が定

める供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、（入札金額見積内訳書に記載された力率

による）力率割引を考慮し、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

る特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。また、契約の際は、同一の契約種別の場合に適用

する基本料金、電力量料金の各単価は一律とするので、積算にあたり、同一の契約種別内では需要

場所毎に異なる単価は使用しないこと。 
⑶ 電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次のとおりとする。 
ア 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット（1kW）とし、その端数は小数点以下第 1 位で

四捨五入する。 
イ 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア（1kVA）とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨

五入する。 
ウ 契約電流の単位は、1 アンペア（1A）とする。 
エ 使用電力量の単位は 1 キロワット時（1kWh）とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入す

る。 
オ 力率の単位は 1 パーセント（1%）とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入する。 
カ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 
キ 消費税額及び地方消費税額の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。 
ク 請求時の料金の計算は需要場所毎とする。また、同一の需要場所で複数の契約種別を契約して

いる場合は、契約種別毎に計算を行うこと。 
⑷ 発注者が各需要場所（同一の需要場所で複数の契約種別を契約している場合は、契約種別毎）の

月別の電力使用実績内訳及び請求金額内訳を、無料で確認できること。（確認方法は、ＣＳＶ形式の

データ、紙又は WEB 等による。） 
⑸ 受注者は、事業者切り替えに必要な手続き又は供給開始までの流れについて、発注者に説明を行

うこと。 
⑹ 事故等が発生した場合の連絡体制を確立させておくとともに、発注者が指定する連絡先へ指示・

報告ができるようにしておくこととする。 
⑺ 太陽光発電設備による売電は行っていない。 
⑻ 料金の支払方法は、口座振替（いわゆる自動引落し）とし、落札後、口座振替に必要な手続きを

発注者に説明を行うこと。万が一、手続完了に時間を要し納付書による方法が発生した場合には、



 

納付書発行に係る手数料は無料とすること。詳細については、発注者の指示に従うこと。 
   なお、供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面 

（様式自由）で提出することとする。 
⑼ 契約締結後に契約電力や支払方法等を変更するにあたり、発注者が協議を申し入れた場合は、受

注者は誠意をもって協議に応じ、迅速に対応すること。 
⑽ 落札者は、落札後速やかに供給開始までに必要な手続きや提出書類を示した計画書（任意様式）

を提出すること。 



別紙１－１　概要及び仕様一覧 低圧

番号
需要場所

（施設名称）
需要場所
（住所）

契約種別 需給地点
蓄熱式負荷設備の有

無
小容量蓄熱式負
荷設備の有無

常用自家発電設
備の有無

非常用自家発電
設備の有無

電化厨房機器の
有無

太陽光発電設備
の発電容量(kW)

電力貯蔵用電池
設備容量(kWh)

1 岸町保育園 浦和区岸町6-5-12 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

2 領家保育園 浦和区領家7-14-16 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

3 駒場保育園 浦和区駒場1-27-7 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

4 大久保保育園 桜区大字大久保領家373-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

5 浦和中央保育園 浦和区仲町2-13-7 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

6 南浦和保育園 南区根岸2-19-3 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

7 田島保育園 桜区田島2-16-7 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

8 尾間木保育園 緑区中尾1432-5 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

9 原山保育園 緑区原山1-7-2 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

10 常盤保育園 浦和区常盤9-3-16 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

11 常盤北保育園 浦和区針ヶ谷4-1-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

12 文蔵保育園 南区文蔵3-7-14 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

13 白幡保育園 南区白幡3-1-2 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

14 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

15 白鍬保育園 桜区大字白鍬511 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

16 東仲町保育園 浦和区東仲町28-16 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

17 辻保育園 南区辻3-10-15 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

18 大東保育園 浦和区大東2-18-7 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

19 三室保育園 緑区大字三室1629-6 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

20 西堀保育園 桜区桜田3-9-12 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

21 針ヶ谷保育園 浦和区針ヶ谷1-4-3 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

22 上大久保保育園 桜区大字上大久保940-3 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

23 日進保育園 北区日進町2-632 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

24 東大成保育園 北区東大成町2-103 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

25 宮原保育園 北区宮原町2-83-2 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

26 三橋保育園 大宮区三橋2-929 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

27 天沼保育園 大宮区天沼2-438-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無



別紙１－１　概要及び仕様一覧 低圧

番号
需要場所

（施設名称）
需要場所
（住所）

契約種別 需給地点
蓄熱式負荷設備の有

無
小容量蓄熱式負
荷設備の有無

常用自家発電設
備の有無

非常用自家発電
設備の有無

電化厨房機器の
有無

太陽光発電設備
の発電容量(kW)

電力貯蔵用電池
設備容量(kWh)

28 日進西保育園 北区日進町1-800-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

29 上小保育園 大宮区上小町845-4 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

30 大成保育園 大宮区大成町3-655-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

31 片柳保育園 見沼区大字御蔵796 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

32 植水保育園 西区大字佐知川306 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

33 東大宮保育園 見沼区丸ケ崎町13-13 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

34 寿能保育園 大宮区寿能町2-140 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

35 奈良保育園 北区奈良町125-6 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

36 七里東保育園 見沼区大字新堤40 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

37 指扇保育園 西区高木567-3 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

38 泰平保育園 北区今羽町596 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

39 馬宮保育園 西区大字西遊馬119 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

40 三橋西保育園 西区三橋6-381-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

41 上落合保育園 中央区上落合2-9-10 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

42 大戸保育園 中央区大戸2-7-19 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

43 下落合保育園 中央区上落合1-5-3 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

44 八王子保育園 中央区八王子5-12-17 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

45 岩槻本町保育園 岩槻区本町2-5-5 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

46 諏訪保育園 岩槻区諏訪2-5-1 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

47 美幸保育園 岩槻区美幸町3-18 低圧
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

　　※①供給電気方式は交流３相３線式、②供給電圧（標準電圧）及び計量電圧（標準電圧）は２００ボルト、③供給方式は１回線、④標準周波数は５０Ｈｚです。

　　※記載内容と現況が異なる場合は現況を優先とする。



別紙１－２　概要及び仕様一覧 従量電灯B又はC

番号
需要場所

（施設名称）
需要場所
（住所）

契約種別 需給地点
蓄熱式負荷設備の有

無
小容量蓄熱式負
荷設備の有無

常用自家発電設
備の有無

非常用自家発電
設備の有無

電化厨房機器の
有無

太陽光発電設備
の発電容量(kW)

電力貯蔵用電池
設備容量(kWh)

1 岸町保育園 浦和区岸町6-5-12 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

2 領家保育園 浦和区領家7-14-16 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

3 駒場保育園 浦和区駒場1-27-7 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

4 大久保保育園 桜区大字大久保領家373-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

5 浦和中央保育園 浦和区仲町2-13-7 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

6 南浦和保育園 南区根岸2-19-3 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

7 田島保育園 桜区田島2-16-7 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

8 尾間木保育園 緑区中尾1432-5 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

9 原山保育園 緑区原山1-7-2 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

10 常盤保育園 浦和区常盤9-3-16 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

11 常盤北保育園 浦和区針ヶ谷4-1-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

12 文蔵保育園 南区文蔵3-7-14 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

13 白幡保育園 南区白幡3-1-2 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

14 白鍬保育園 桜区大字白鍬511 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

15 東仲町保育園 浦和区東仲町28-16 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

16 辻保育園 南区辻3丁目10-15 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

17 大東保育園 浦和区大東2-18-7 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

18 三室保育園 緑区大字三室1629-6 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

19 西堀保育園 桜区桜田3-9-12 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

20 針ヶ谷保育園 浦和区針ヶ谷1-4-3 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

21 上大久保保育園 桜区大字上大久保940-3 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

22 日進保育園 北区日進町2-632 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

23 東大成保育園 北区東大成町2-103 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

24 宮原保育園 北区宮原町2-83-2 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

25 三橋保育園 大宮区三橋2-929 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

26 天沼保育園 大宮区天沼町2-438-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

27 日進西保育園 北区日進町1-800-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無



別紙１－２　概要及び仕様一覧 従量電灯B又はC

番号
需要場所

（施設名称）
需要場所
（住所）

契約種別 需給地点
蓄熱式負荷設備の有

無
小容量蓄熱式負
荷設備の有無

常用自家発電設
備の有無

非常用自家発電
設備の有無

電化厨房機器の
有無

太陽光発電設備
の発電容量(kW)

電力貯蔵用電池
設備容量(kWh)

28 上小保育園 大宮区上小町845-4 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

29 大成保育園 大宮区大成町3-655-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

30 片柳保育園 見沼区大字御蔵796 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

31 植水保育園 西区大字佐知川306 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

32 東大宮保育園 見沼区丸ケ崎町13-13 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

33 寿能保育園 大宮区寿能町2-140 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

34 奈良保育園 北区奈良町125-6 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

35 七里東保育園 見沼区大字新堤40 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

36 指扇保育園 西区高木567-3 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

37 泰平保育園 北区今羽町596 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

38 馬宮保育園 西区大字西遊馬119 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

39 三橋西保育園 西区三橋6-381-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

40 上落合保育園 中央区上落合2-9-10 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

41 大戸保育園 中央区大戸2-7-19 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

42 下落合保育園 中央区上落合1-5-3 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

43 八王子保育園 中央区八王子5-12-17 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

44 岩槻本町保育園 岩槻区本町2-5-5 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

45 諏訪保育園 岩槻区諏訪2-5-1 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

46 美幸保育園 岩槻区美幸町3-18 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

47 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯C
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

48 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

49 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

50 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

51 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

52 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

53 大谷場保育園 南区南浦和3-36-11 従量電灯B
東京電力パワーグリッド株式会社の電線路または引込線とさいた
ま市の電気設備との接続点

無 無 無 無 無 無 無

　　※①供給電気方式は交流単相２線式、②供給電圧（標準電圧）及び計量電圧（標準電圧）は１００ボルト又は２００ボルト、③供給方式は１回線、④標準周波数は５０Ｈｚです。

　　※記載内容と現況が異なる場合は現況を優先とする。



別紙２－１　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 低圧

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

1 岸町保育園 31 2,900 2,500 1,600 900 1,600 4,200 4,600 4,800 2,500 1,100 1,400 2,600 30,700

2 領家保育園 41 3,000 2,500 1,700 1,200 2,400 4,200 4,900 4,100 1,600 950 2,100 2,300 30,950

3 駒場保育園 36 4,300 2,800 1,700 1,600 2,700 4,300 6,000 5,300 2,300 1,800 3,000 3,500 39,300

4 大久保保育園 27 3,300 2,600 1,800 1,100 2,000 5,100 5,700 4,600 2,200 1,000 2,000 2,900 34,300

5 浦和中央保育園 24 3,400 2,700 1,700 850 1,600 4,300 5,300 5,300 2,700 1,200 1,900 2,800 33,750

6 南浦和保育園 27 3,500 2,900 1,900 1,000 1,800 4,400 4,700 4,200 3,000 1,300 1,600 2,900 33,200

7 田島保育園 17 1,900 1,600 1,400 1,100 1,600 2,900 3,200 2,800 2,300 1,400 1,200 1,600 23,000

8 尾間木保育園 44 3,000 2,200 1,300 1,000 2,300 5,100 6,900 5,200 1,500 850 2,200 2,900 34,450

9 原山保育園 29 3,100 2,400 1,400 1,300 2,300 4,000 5,100 4,100 1,800 1,100 2,300 2,600 31,500

10 常盤保育園 20 3,000 2,200 1,400 750 1,300 3,400 3,700 3,200 1,500 900 1,700 2,500 25,550

11 常盤北保育園 28 2,000 1,800 1,200 650 1,500 3,400 3,600 3,400 1,600 700 1,400 1,900 23,150

12 文蔵保育園 25 2,200 1,900 1,800 650 650 1,800 3,700 3,000 2,700 900 850 2,100 22,250

13 白幡保育園 34 3,100 2,700 1,800 1,000 2,300 5,300 5,300 4,800 3,300 1,200 1,500 2,700 35,000

14 大谷場保育園 30 3,200 2,800 2,100 700 550 2,100 3,500 3,200 2,500 850 950 2,700 25,150

15 白鍬保育園 31 2,300 2,000 1,300 650 1,000 2,400 3,200 2,700 1,400 900 1,600 2,000 21,450

16 東仲町保育園 23 2,500 2,100 1,400 750 1,500 3,800 4,100 4,400 2,300 1,100 1,500 2,100 27,550

17 辻保育園 29 2,500 2,200 1,500 650 1,200 3,000 4,100 3,700 2,600 1,100 1,400 2,100 26,050

18 大東保育園 43 3,400 2,600 2,000 1,500 2,700 4,000 4,000 3,800 2,200 1,700 2,500 2,700 33,100

19 三室保育園 17 1,300 1,100 1,200 1,100 1,300 1,500 1,600 1,500 1,200 1,200 1,200 1,100 15,300

20 西堀保育園 33 3,400 2,600 1,700 1,000 1,700 3,800 4,700 4,200 2,100 1,400 2,100 2,800 31,500

番号 施設名称
契約電力
(キロワット)

予定使用電力量(キロワット時)



別紙２－１　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 低圧

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称
契約電力
(キロワット)

予定使用電力量(キロワット時)

21 針ヶ谷保育園 46 4,600 4,100 2,800 1,600 2,900 5,500 6,100 5,300 3,000 1,800 3,200 4,200 45,100

22 上大久保保育園 31 3,500 2,700 2,000 1,300 1,900 4,800 5,100 4,300 2,400 1,300 2,300 3,200 34,800

23 日進保育園 25 1,800 1,500 1,200 900 1,500 3,500 3,800 3,300 1,900 1,000 1,300 1,600 23,300

24 東大成保育園 29 2,900 2,200 1,500 1,400 2,500 3,600 4,400 3,800 1,800 1,400 2,000 2,400 29,900

25 宮原保育園 32 2,100 1,900 1,500 1,100 1,800 3,600 4,300 3,800 2,000 1,200 1,900 2,100 27,300

26 三橋保育園 14 1,300 1,200 1,200 1,000 1,300 1,500 1,500 1,400 1,300 1,100 1,200 1,200 15,200

27 天沼保育園 44 3,600 3,400 2,900 7,400 1,100 2,700 4,300 4,300 3,400 1,400 1,800 3,200 39,500

28 日進西保育園 23 2,300 1,800 1,200 800 1,300 3,300 3,900 3,900 1,700 850 1,400 2,000 24,450

29 上小保育園 28 2,300 1,800 1,200 600 1,100 2,500 3,400 2,900 2,100 850 1,100 1,800 21,650

30 大成保育園 30 2,400 2,100 1,500 900 1,500 3,200 3,900 3,200 2,500 1,100 1,200 2,200 25,700

31 片柳保育園 27 2,200 1,900 1,600 750 850 1,900 3,100 2,800 2,300 1,000 950 1,900 21,250

32 植水保育園 25 3,700 3,100 1,900 750 1,600 4,100 4,500 4,500 2,300 1,100 2,300 3,200 33,050

33 東大宮保育園 30 3,000 2,100 1,300 1,200 2,600 4,900 5,400 4,300 1,500 950 2,400 2,600 32,250

34 寿能保育園 34 3,500 2,400 1,600 1,400 2,400 4,400 4,800 4,400 1,800 1,600 2,600 3,000 33,900

35 奈良保育園 37 4,700 3,700 2,400 1,600 2,600 6,100 7,100 5,600 2,900 1,500 2,900 4,200 45,300

36 七里東保育園 36 3,300 3,200 2,700 1,300 1,500 3,300 5,100 4,500 3,800 1,600 1,700 3,100 35,100

37 指扇保育園 34 2,500 2,100 1,400 800 1,300 3,600 4,700 4,100 2,000 1,100 1,600 2,200 27,400

38 泰平保育園 25 2,100 1,600 1,000 800 1,800 3,100 3,100 3,100 1,500 800 1,400 1,600 21,900

39 馬宮保育園 24 2,200 1,700 1,200 850 1,400 2,700 2,900 2,900 1,500 1,100 1,500 1,700 21,650

40 三橋西保育園 32 3,100 2,400 1,600 800 1,500 4,300 4,700 4,500 2,000 950 2,000 2,600 30,450



別紙２－１　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 低圧

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称
契約電力
(キロワット)

予定使用電力量(キロワット時)

41 上落合保育園 19 2,200 1,900 1,600 1,200 1,700 2,500 2,600 2,700 2,200 1,500 1,400 1,600 23,100

42 大戸保育園 20 2,300 1,700 1,600 1,300 1,500 1,800 2,000 2,100 1,600 1,600 2,100 2,100 21,700

43 下落合保育園 37 2,500 2,100 1,900 1,400 1,900 3,000 3,600 3,600 2,700 1,500 1,400 1,700 27,300

44 八王子保育園 28 3,000 2,500 1,900 1,200 1,500 2,900 3,800 3,400 2,800 1,500 1,700 2,700 28,900

45 岩槻本町保育園 34 2,300 1,600 1,200 1,200 2,200 3,900 4,300 3,500 1,700 1,100 1,900 2,100 27,000

46 諏訪保育園 35 4,100 3,000 2,100 1,900 3,400 5,500 6,600 5,600 2,300 1,900 2,900 3,200 42,500

47 美幸保育園 26 2,500 1,900 1,500 1,500 2,300 4,100 4,700 4,100 1,700 1,400 2,000 2,100 29,800

合計 1,394 133,300 107,800 77,400 56,400 82,950 169,300 201,600 180,200 102,000 56,850 84,550 114,300 1,366,650

夏　　季：令和8年7月1日から令和8年9月30日までの期間

その他季：令和8年2月1日から令和8年6月30日までの期間及び令和8年10月1日から令和9年1月31日までの期間



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

1,600 1,500 1,500 1,300 1,700 1,700 1,700 1,900 1,600 1,500 1,500 1,300 18,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,300 1,200 1,200 1,000 1,400 1,400 1,400 1,600 1,300 1,200 1,200 1,000 15,200

1,700 1,500 1,600 1,500 1,800 1,800 1,700 1,700 1,500 1,600 1,600 1,400 19,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,400 1,200 1,300 1,200 1,500 1,500 1,400 1,400 1,200 1,300 1,300 1,100 15,800

1,500 1,200 1,300 1,300 1,500 1,700 1,500 1,500 1,300 1,300 1,300 1,200 16,600

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,200 900 1,000 1,000 1,200 1,400 1,200 1,200 1,000 1,000 1,000 900 13,000

1,900 1,700 1,900 1,600 1,800 1,900 1,900 1,800 1,800 1,800 1,800 1,600 21,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,600 1,400 1,600 1,300 1,500 1,600 1,600 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 17,900

2,000 1,800 1,800 1,600 1,800 2,000 2,000 2,100 1,800 1,800 1,900 1,600 22,200

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,700 1,500 1,500 1,300 1,500 1,700 1,700 1,800 1,500 1,500 1,600 1,300 18,600

1,800 1,700 1,900 1,600 2,000 2,000 2,000 1,900 1,900 1,800 1,900 1,700 22,200

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,400 1,600 1,300 1,700 1,700 1,700 1,600 1,600 1,500 1,600 1,400 18,600

3,300 3,100 3,700 3,100 3,400 3,500 3,800 3,500 3,300 3,300 3,300 3,100 40,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 3,000 2,800 3,400 2,800 3,100 3,200 3,500 3,200 3,000 3,000 3,000 2,800 36,800

2 領家保育園 40kVA

従量電灯C

内
　
訳

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

3 駒場保育園 15kVA 内
　
訳

従量電灯C

従量電灯C

内
　
訳

1 岸町保育園 19kVA

5 浦和中央保育園 14kVA

従量電灯C

内
　
訳

4 大久保保育園 18kVA 内
　
訳

従量電灯C

6 南浦和保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳

7 田島保育園 23kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

2,300 2,000 2,400 2,100 2,300 2,300 2,400 2,200 2,300 2,300 2,200 2,000 26,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 2,000 1,700 2,100 1,800 2,000 2,000 2,100 1,900 2,000 2,000 1,900 1,700 23,200

1,300 1,200 1,300 1,100 1,300 1,400 1,400 1,400 1,300 1,200 1,300 1,200 15,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,000 900 1,000 800 1,000 1,100 1,100 1,100 1,000 900 1,000 900 11,800

1,400 1,200 1,100 1,100 1,300 1,600 1,500 1,500 1,200 1,300 1,200 1,100 15,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,100 900 800 800 1,000 1,300 1,200 1,200 900 1,000 900 800 11,900

1,800 1,700 1,700 1,300 1,600 1,700 1,700 1,600 1,500 1,500 1,700 1,700 19,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,400 1,400 1,000 1,300 1,400 1,400 1,300 1,200 1,200 1,400 1,400 15,900

1,200 1,100 1,200 950 950 1,100 1,300 1,200 1,100 1,100 1,000 1,200 13,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 900 800 900 650 650 800 1,000 900 800 800 700 900 9,800

2,900 2,500 2,400 1,800 1,900 2,000 2,200 2,100 2,000 2,000 2,500 2,800 27,100

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 2,600 2,200 2,100 1,500 1,600 1,700 1,900 1,800 1,700 1,700 2,200 2,500 23,500

1,100 1,000 1,000 800 900 1,100 1,200 1,100 950 950 950 950 12,000

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 800 700 700 500 600 800 900 800 650 650 650 650 8,400

8 尾間木保育園

11 常盤北保育園 13kVA

従量電灯C

内
　
訳

45kVA

従量電灯C

内
　
訳

10 常盤保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳

9 原山保育園 10kVA

従量電灯C

内
　
訳

13 白幡保育園 40kVA

従量電灯C

内
　
訳

12 文蔵保育園 8kVA

従量電灯C

内
　
訳

14 白鍬保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

1,600 1,400 1,400 1,200 1,500 1,600 1,600 1,800 1,500 1,400 1,500 1,300 17,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,300 1,100 1,100 900 1,200 1,300 1,300 1,500 1,200 1,100 1,200 1,000 14,200

1,400 1,300 1,300 950 1,100 1,200 1,500 1,400 1,400 1,300 1,400 1,400 15,650

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,100 1,000 1,000 650 800 900 1,200 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 12,050

2,200 1,900 2,100 1,800 2,200 2,200 2,100 2,100 1,800 1,800 2,200 1,900 24,300

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,900 1,600 1,800 1,500 1,900 1,900 1,800 1,800 1,500 1,500 1,900 1,600 20,700

1,900 1,700 1,700 1,600 1,800 1,900 2,000 1,900 1,800 1,800 1,800 1,700 21,600

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,600 1,400 1,400 1,300 1,500 1,600 1,700 1,600 1,500 1,500 1,500 1,400 18,000

1,200 1,100 1,100 950 1,200 1,300 1,300 1,300 1,200 1,200 1,100 1,100 14,050

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 900 800 800 650 900 1,000 1,000 1,000 900 900 800 800 10,450

1,800 1,600 1,700 1,400 1,700 1,900 1,800 1,800 1,500 1,400 1,600 1,600 19,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,300 1,400 1,100 1,400 1,600 1,500 1,500 1,200 1,100 1,300 1,300 16,200

1,800 1,600 1,600 1,400 1,700 1,900 2,000 1,900 1,700 1,600 1,600 1,600 20,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,300 1,300 1,100 1,400 1,600 1,700 1,600 1,400 1,300 1,300 1,300 16,800

15 東仲町保育園 20kVA

従量電灯C

内
　
訳

18 三室保育園 24kVA

従量電灯C

内
　
訳

16 辻保育園 16kVA

従量電灯C

内
　
訳

17 大東保育園 45kVA

従量電灯C

内
　
訳

21 上大久保保育園 14kVA

従量電灯C

内
　
訳

19 西堀保育園 10kVA

従量電灯C

内
　
訳

20 針ヶ谷保育園 30kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

2,000 1,800 1,900 1,600 1,900 2,000 2,100 2,000 1,900 1,900 1,900 1,800 22,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,700 1,500 1,600 1,300 1,600 1,700 1,800 1,700 1,600 1,600 1,600 1,500 19,200

1,700 1,400 1,400 1,300 1,500 1,400 1,500 1,500 1,400 1,500 1,500 1,400 17,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,400 1,100 1,100 1,000 1,200 1,100 1,200 1,200 1,100 1,200 1,200 1,100 13,900

1,500 1,400 1,600 1,400 1,600 1,700 1,700 1,800 1,600 1,500 1,600 1,300 18,700

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,200 1,100 1,300 1,100 1,300 1,400 1,400 1,500 1,300 1,200 1,300 1,000 15,100

2,000 1,800 2,000 1,700 2,100 2,200 2,100 2,000 2,100 1,900 2,100 1,900 23,900

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,700 1,500 1,700 1,400 1,800 1,900 1,800 1,700 1,800 1,600 1,800 1,600 20,300

3,200 3,000 3,100 2,400 2,300 2,500 2,700 2,700 2,600 2,500 2,600 3,100 32,700

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 2,900 2,700 2,800 2,100 2,000 2,200 2,400 2,400 2,300 2,200 2,300 2,800 29,100

1,200 1,000 1,000 900 1,000 1,100 1,200 1,200 950 1,000 1,000 1,000 12,550

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 900 700 700 600 700 800 900 900 650 700 700 700 8,950

1,900 1,600 1,700 1,600 1,800 1,900 2,100 2,000 1,800 1,800 1,700 1,600 21,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,600 1,300 1,400 1,300 1,500 1,600 1,800 1,700 1,500 1,500 1,400 1,300 17,900

28 上小保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳

26 天沼保育園 30kVA

従量電灯C

内
　
訳

27 日進西保育園 8kVA

従量電灯C

内
　
訳

23 東大成保育園 30kVA

従量電灯C

内
　
訳

25 三橋保育園 35kVA

従量電灯C

内
　
訳

24 宮原保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳

22 日進保育園 24kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

1,700 1,500 1,500 1,200 1,300 1,500 1,600 1,500 1,400 1,300 1,400 1,600 17,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,400 1,200 1,200 900 1,000 1,200 1,300 1,200 1,100 1,000 1,100 1,300 13,900

950 850 950 750 800 850 900 850 850 850 800 900 10,300

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 650 550 650 450 500 550 600 550 550 550 500 600 6,700

1,400 1,300 1,200 950 1,200 1,200 1,200 1,300 1,200 1,200 1,300 1,200 14,650

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,100 1,000 900 650 900 900 900 1,000 900 900 1,000 900 11,050

1,400 1,300 1,400 1,300 1,500 1,600 1,500 1,500 1,500 1,400 1,500 1,300 17,200

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,100 1,000 1,100 1,000 1,200 1,300 1,200 1,200 1,200 1,100 1,200 1,000 13,600

1,800 1,500 1,600 1,500 1,700 1,700 1,800 1,700 1,600 1,700 1,700 1,600 19,900

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,200 1,300 1,200 1,400 1,400 1,500 1,400 1,300 1,400 1,400 1,300 16,300

2,200 1,800 1,900 1,700 2,000 2,100 1,900 1,900 2,000 2,100 2,100 1,800 23,500

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,900 1,500 1,600 1,400 1,700 1,800 1,600 1,600 1,700 1,800 1,800 1,500 19,900

1,300 1,300 1,300 1,200 1,100 1,300 1,400 1,300 1,200 1,200 1,200 1,300 15,100

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,000 1,000 1,000 900 800 1,000 1,100 1,000 900 900 900 1,000 11,500

35 七里東保育園 17kVA

従量電灯C

内
　
訳

34 奈良保育園 13kVA

従量電灯C

内
　
訳

32 東大宮保育園 14kVA

従量電灯C

内
　
訳

33 寿能保育園 14kVA

従量電灯C

内
　
訳

30 片柳保育園 15kVA

従量電灯C

内
　
訳

31 植水保育園 10kVA

従量電灯C

内
　
訳

29 大成保育園 40kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

2,100 1,900 1,900 1,800 2,000 2,200 2,400 2,300 2,000 2,000 2,000 1,800 24,400

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,800 1,600 1,600 1,500 1,700 1,900 2,100 2,000 1,700 1,700 1,700 1,500 20,800

2,500 2,100 2,100 1,700 2,300 2,100 2,200 2,500 2,100 2,100 2,300 2,000 26,000

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 2,200 1,800 1,800 1,400 2,000 1,800 1,900 2,200 1,800 1,800 2,000 1,700 22,400

2,200 1,900 1,900 1,700 1,900 1,900 2,000 2,000 1,700 1,700 1,900 1,800 22,600

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,900 1,600 1,600 1,400 1,600 1,600 1,700 1,700 1,400 1,400 1,600 1,500 19,000

1,800 1,500 1,500 1,400 1,600 1,700 1,700 1,700 1,500 1,700 1,600 1,500 19,200

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,200 1,200 1,100 1,300 1,400 1,400 1,400 1,200 1,400 1,300 1,200 15,600

2,100 1,900 1,800 1,400 1,700 2,000 2,200 2,100 1,800 1,500 1,600 1,700 21,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,800 1,600 1,500 1,100 1,400 1,700 1,900 1,800 1,500 1,200 1,300 1,400 18,200

1,800 1,600 1,500 1,400 1,700 1,800 1,800 1,900 1,600 1,600 1,600 1,500 19,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,500 1,300 1,200 1,100 1,400 1,500 1,500 1,600 1,300 1,300 1,300 1,200 16,200

1,300 1,200 1,200 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,300 1,200 1,200 1,100 15,000

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,000 900 900 800 900 1,000 1,100 1,200 1,000 900 900 800 11,400

42 下落合保育園 30kVA

従量電灯C

内
　
訳

40 上落合保育園 20kVA

従量電灯C

内
　
訳

38 馬宮保育園 20kVA

従量電灯C

内
　
訳

41 大戸保育園 20kVA

従量電灯C

内
　
訳

39 三橋西保育園 18kVA

従量電灯C

内
　
訳

36 指扇保育園 16kVA

従量電灯C

内
　
訳

37 泰平保育園 23kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

2,100 1,800 1,800 1,600 1,900 2,300 2,600 2,300 2,200 1,900 1,700 1,800 24,000

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,800 1,500 1,500 1,300 1,600 2,000 2,300 2,000 1,900 1,600 1,400 1,500 20,400

2,900 2,500 2,400 2,000 2,100 1,900 1,900 1,800 2,000 2,200 2,500 2,600 26,800

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 2,600 2,200 2,100 1,700 1,800 1,600 1,600 1,500 1,700 1,900 2,200 2,300 23,200

1,300 1,100 1,100 950 1,200 1,300 1,400 1,400 1,000 1,100 1,200 1,200 14,250

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,000 800 800 650 900 1,000 1,100 1,100 700 800 900 900 10,650

2,000 1,600 1,600 1,500 1,800 2,000 2,300 2,000 1,600 1,700 1,700 1,800 21,600

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 1,700 1,300 1,300 1,200 1,500 1,700 2,000 1,700 1,300 1,400 1,400 1,500 18,000

1,100 1,000 1,100 850 850 950 1,200 1,100 1,100 1,300 1,100 1,100 12,750

120kWhまで 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1,440
120kWhを超え
300kWhまで 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160

300kWhを超過 800 700 800 550 550 650 900 800 800 1,000 800 800 9,150

60 50 60 50 60 40 60 60 60 60 60 60 680

120kWhまで 60 50 60 50 60 40 60 60 60 60 60 60 680
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 330

120kWhまで 20 20 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 330
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 岩槻本町保育園 45kVA

従量電灯C

内
　
訳

従量電灯B

内
　
訳

49 大谷場保育園 10Ａ

48 大谷場保育園 10Ａ

従量電灯B

内
　
訳

43 八王子保育園 16kVA

従量電灯C

内
　
訳

45 諏訪保育園 20kVA

従量電灯C

内
　
訳

46 美幸保育園 12kVA

従量電灯C

内
　
訳

47 大谷場保育園 14kVA

従量電灯C

内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

120kWhまで 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

120kWhまで 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

120kWhまで 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

120kWhまで 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85,150 75,450 78,150 67,350 77,500 82,300 85,400 83,550 76,450 75,800 78,150 75,150 940,400

120kWhまで 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 67,680
120kWhを超え
300kWhまで 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 8,460 101,520

300kWhを超過 71,050 61,350 64,050 53,250 63,400 68,200 71,300 69,450 62,350 61,700 64,050 61,050 771,200

合
　
計

51

従量電灯B

内
　
訳

内
　
訳

大谷場保育園

52 大谷場保育園 20Ａ

従量電灯B

内
　
訳

53

大谷場保育園 15Ａ

20Ａ

従量電灯B

50 大谷場保育園 10Ａ

従量電灯B

内
　
訳

従量電灯Ｃ 983kVA 内
　
訳



別紙２－２　　各需要場所の契約電力及び月別予定使用電力量 従量電灯B又はC

令和8年2月 令和8年3月 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 合計

番号 施設名称

契約電流（A）
又は

契約容量
（kVA）

予定使用電力量(キロワット時)
契約種別

85 75 95 85 95 75 95 85 95 95 95 95 1,070

120kWhまで 85 75 95 85 95 75 95 85 95 95 95 95 1,070
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

120kWhまで 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

120kWhまで 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 90 110 100 110 90 110 100 110 110 110 110 1,250

120kWhまで 100 90 110 100 110 90 110 100 110 110 110 110 1,250
120kWhを超え
300kWhまで 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300kWhを超過 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

夏　　季：令和8年7月1日から令和8年9月30日までの期間

その他季：令和8年2月1日から令和8年6月30日までの期間及び令和8年10月1日から令和9年1月31日までの期間

従量電灯Ｂ

内
　
訳

10A 内
　
訳

小
　
　
　
計

内
　
訳

20A

15A

内
　
訳

従量電灯B
合計

合
　
計



別紙３－１　各需要場所の電気使用実績（契約電力，使用電力量，力率） 低圧

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計

契約電力(kW) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 -

使用電力量(kWh) 2,892 2,403 1,529 866 1,595 4,115 4,506 4,704 2,430 1,048 1,341 2,502 29,931

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 -

使用電力量(kWh) 2,929 2,465 1,609 1,192 2,348 4,191 4,873 4,064 1,507 930 2,058 2,298 30,464

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 -

使用電力量(kWh) 4,220 2,786 1,699 1,525 2,663 4,246 5,914 5,292 2,277 1,783 2,922 3,447 38,774

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 -

使用電力量(kWh) 3,259 2,600 1,744 1,058 1,919 5,045 5,655 4,597 2,198 952 1,943 2,805 33,775

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080

契約電力(kW) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

使用電力量(kWh) 3,371 2,608 1,612 827 1,598 4,214 5,228 5,259 2,620 1,113 1,848 2,765 33,063

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 -

使用電力量(kWh) 3,404 2,834 1,893 979 1,786 4,390 4,639 4,186 2,960 1,300 1,600 2,822 32,793

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -

使用電力量(kWh) 1,807 1,548 1,370 1,048 1,584 2,815 3,128 2,742 2,202 1,301 1,199 1,574 22,318

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 -

使用電力量(kWh) 2,959 2,139 1,240 995 2,235 5,046 6,873 5,123 1,416 830 2,188 2,806 33,850

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 -

使用電力量(kWh) 3,093 2,371 1,323 1,206 2,297 3,957 5,083 4,025 1,720 1,018 2,206 2,531 30,830

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

使用電力量(kWh) 2,937 2,178 1,376 710 1,254 3,336 3,613 3,177 1,469 852 1,679 2,414 24,995

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -

使用電力量(kWh) 1,946 1,726 1,137 629 1,442 3,360 3,550 3,307 1,565 664 1,354 1,852 22,532

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

使用電力量(kWh) 2,178 1,828 1,737 615 638 1,747 3,607 2,962 2,647 886 815 2,052 21,712

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

5 浦和中央保育園

8 尾間木保育園

10 常盤保育園

11 常盤北保育園

12 文蔵保育園

9 原山保育園

1 岸町保育園

3 駒場保育園

4 大久保保育園

6 南浦和保育園

7 田島保育園

番号 施設名称

2 領家保育園



別紙３－１　各需要場所の電気使用実績（契約電力，使用電力量，力率） 低圧

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計
番号 施設名称

契約電力(kW) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 -

使用電力量(kWh) 3,083 2,660 1,716 956 2,203 5,278 5,246 4,735 3,216 1,131 1,412 2,662 34,298

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

使用電力量(kWh) 3,115 2,734 2,099 668 541 2,042 3,488 3,170 2,484 800 943 2,632 24,716

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 -

使用電力量(kWh) 2,298 1,987 1,288 644 984 2,364 3,154 2,639 1,345 877 1,510 1,937 21,027

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 -

使用電力量(kWh) 2,480 2,071 1,338 727 1,492 3,774 4,063 4,361 2,277 1,052 1,452 2,078 27,165

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 -

使用電力量(kWh) 2,427 2,129 1,487 630 1,140 2,943 4,021 3,601 2,558 1,036 1,312 2,059 25,343

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 -

使用電力量(kWh) 3,321 2,533 1,916 1,493 2,618 4,000 3,988 3,752 2,101 1,622 2,440 2,644 32,428

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -

使用電力量(kWh) 1,287 1,076 1,136 1,030 1,238 1,467 1,549 1,407 1,122 1,151 1,135 1,067 14,665

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 -

使用電力量(kWh) 3,379 2,594 1,644 979 1,617 3,751 4,686 4,159 2,048 1,313 2,051 2,793 31,014

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 -

使用電力量(kWh) 4,538 4,019 2,774 1,598 2,813 5,482 6,001 5,225 2,978 1,780 3,130 4,124 44,462

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 -

使用電力量(kWh) 3,404 2,660 1,914 1,225 1,899 4,780 5,063 4,223 2,341 1,274 2,228 3,103 34,114

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

使用電力量(kWh) 1,742 1,488 1,122 875 1,494 3,465 3,761 3,287 1,838 952 1,243 1,593 22,860

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 -

使用電力量(kWh) 2,898 2,112 1,477 1,345 2,444 3,542 4,372 3,764 1,772 1,342 1,958 2,340 29,366

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

20 西堀保育園

24 東大成保育園

13 白幡保育園

18 大東保育園

23 日進保育園

21 針ヶ谷保育園

14 大谷場保育園

15 白鍬保育園

16 東仲町保育園

17 辻保育園

19 三室保育園

22 上大久保保育園



別紙３－１　各需要場所の電気使用実績（契約電力，使用電力量，力率） 低圧

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計
番号 施設名称

契約電力(kW) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 -

使用電力量(kWh) 2,019 1,844 1,471 1,033 1,743 3,540 4,248 3,756 1,904 1,122 1,875 2,052 26,607

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

使用電力量(kWh) 1,279 1,114 1,194 951 1,215 1,470 1,477 1,399 1,222 1,019 1,148 1,142 14,630

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 -

使用電力量(kWh) 3,517 3,352 2,846 7,337 1,099 2,679 4,267 4,224 3,383 1,393 1,711 3,178 38,986

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 -

使用電力量(kWh) 2,261 1,720 1,124 755 1,218 3,263 3,807 3,807 1,625 809 1,330 1,934 23,653

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -

使用電力量(kWh) 2,247 1,759 1,195 566 1,100 2,486 3,341 2,807 2,014 812 1,025 1,745 21,097

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

使用電力量(kWh) 2,341 2,003 1,449 874 1,436 3,178 3,803 3,125 2,489 1,037 1,189 2,135 25,059

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 -

使用電力量(kWh) 2,116 1,842 1,557 711 810 1,828 3,072 2,791 2,287 983 907 1,864 20,768

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

使用電力量(kWh) 3,661 3,065 1,862 747 1,583 4,039 4,414 4,491 2,221 1,033 2,245 3,110 32,471

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

使用電力量(kWh) 2,997 2,081 1,290 1,132 2,529 4,808 5,341 4,224 1,455 947 2,376 2,562 31,742

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 -

使用電力量(kWh) 3,455 2,335 1,539 1,348 2,384 4,343 4,729 4,349 1,761 1,503 2,583 2,963 33,292

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 -

使用電力量(kWh) 4,696 3,605 2,303 1,547 2,572 6,005 7,094 5,559 2,834 1,406 2,830 4,120 44,571

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 -

使用電力量(kWh) 3,241 3,117 2,665 1,289 1,424 3,253 5,056 4,418 3,703 1,540 1,634 3,027 34,367

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

26 三橋保育園

34 寿能保育園

35 奈良保育園

36 七里東保育園

31 片柳保育園

32 植水保育園

33 東大宮保育園

27 天沼保育園

28 日進西保育園

29 上小保育園

30 大成保育園

25 宮原保育園



別紙３－１　各需要場所の電気使用実績（契約電力，使用電力量，力率） 低圧

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計
番号 施設名称

契約電力(kW) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 -

使用電力量(kWh) 2,467 2,013 1,303 783 1,281 3,539 4,642 4,027 1,957 1,039 1,501 2,169 26,721

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

使用電力量(kWh) 2,037 1,564 994 797 1,763 3,017 3,054 3,097 1,495 792 1,392 1,548 21,550

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

使用電力量(kWh) 2,118 1,635 1,174 808 1,315 2,619 2,881 2,819 1,421 1,069 1,450 1,668 20,977

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 -

使用電力量(kWh) 3,090 2,400 1,518 757 1,424 4,223 4,638 4,496 1,925 900 1,973 2,551 29,895

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 -

使用電力量(kWh) 2,146 1,870 1,570 1,142 1,661 2,414 2,552 2,615 2,197 1,469 1,307 1,562 22,505

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

使用電力量(kWh) 2,231 1,602 1,517 1,245 1,482 1,769 1,926 2,007 1,506 1,534 2,069 2,063 20,951

力率(%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 -

契約電力(kW) 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 -

使用電力量(kWh) 2,498 2,042 1,844 1,384 1,896 2,914 3,598 3,569 2,695 1,463 1,368 1,669 26,940

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 -

使用電力量(kWh) 2,928 2,423 1,860 1,102 1,430 2,851 3,765 3,331 2,755 1,488 1,628 2,635 28,196

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 -

使用電力量(kWh) 2,222 1,533 1,153 1,114 2,141 3,845 4,246 3,452 1,644 1,081 1,875 2,080 26,386

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 -

使用電力量(kWh) 4,023 2,902 2,054 1,853 3,342 5,475 6,584 5,545 2,205 1,838 2,863 3,171 41,855

力率(%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 -

契約電力(kW) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 -

使用電力量(kWh) 2,464 1,815 1,467 1,429 2,288 4,015 4,671 4,088 1,671 1,348 1,935 2,087 29,278

力率(%) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 -

最大需要電力(kW) 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 -

使用電力量(kWh) 131,021 105,185 75,129 54,524 80,978 166,923 199,267 177,757 99,460 54,632 82,181 111,935 1,338,992

45 岩槻本町保育園

46 諏訪保育園

47 美幸保育園

40

42 大戸保育園

44 八王子保育園

43 下落合保育園

38 泰平保育園

39 馬宮保育園

三橋西保育園

41 上落合保育園

37 指扇保育園

最大需要電力合計

使用量合計



別紙３－２　各需要場所の電気使用実績（契約電力（ｋＶＡ），使用電力量） 従量電灯B又はC

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 -

1,563 1,437 1,429 1,266 1,671 1,682 1,626 1,830 1,548 1,443 1,496 1,255 18,246

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -
1,654 1,463 1,600 1,462 1,717 1,726 1,619 1,664 1,471 1,510 1,565 1,352 18,803

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,431 1,132 1,280 1,218 1,494 1,634 1,426 1,478 1,241 1,275 1,227 1,179 16,015

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -

1,816 1,697 1,827 1,531 1,770 1,873 1,889 1,754 1,714 1,713 1,754 1,537 20,875

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

1,928 1,738 1,741 1,540 1,792 1,912 1,972 2,091 1,797 1,787 1,811 1,600 21,709

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,777 1,607 1,869 1,578 1,941 1,967 1,901 1,857 1,808 1,743 1,823 1,604 21,475

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 -

3,257 3,012 3,626 3,039 3,383 3,493 3,770 3,409 3,245 3,282 3,264 3,006 39,786

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 -

2,218 1,972 2,306 2,006 2,275 2,290 2,305 2,162 2,276 2,208 2,192 1,975 26,185

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

1,205 1,104 1,230 1,015 1,233 1,302 1,383 1,320 1,221 1,162 1,269 1,127 14,571

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,327 1,108 1,086 1,042 1,221 1,555 1,418 1,470 1,181 1,230 1,134 1,055 14,827

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -

1,797 1,662 1,642 1,294 1,526 1,623 1,605 1,599 1,476 1,440 1,686 1,611 18,961

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

1,148 1,074 1,115 936 913 1,073 1,272 1,178 1,071 1,049 972 1,118 12,919

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

2,858 2,450 2,363 1,703 1,875 1,999 2,129 2,072 1,963 1,933 2,447 2,704 26,496

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,065 971 985 759 869 1,020 1,156 1,035 902 903 922 935 11,522

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

1,516 1,331 1,378 1,147 1,453 1,553 1,545 1,716 1,426 1,390 1,470 1,240 17,165

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -

1,372 1,243 1,266 948 1,040 1,113 1,440 1,381 1,331 1,260 1,322 1,314 15,030

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 -

2,185 1,866 2,020 1,761 2,147 2,145 2,002 2,091 1,753 1,735 2,104 1,820 23,629

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

1,893 1,611 1,677 1,538 1,794 1,873 1,948 1,850 1,747 1,797 1,708 1,617 21,053

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

1,183 1,042 1,075 931 1,101 1,217 1,273 1,244 1,106 1,134 1,072 1,011 13,389

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

1,751 1,569 1,614 1,385 1,601 1,810 1,729 1,709 1,408 1,366 1,535 1,550 19,027

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

1,761 1,559 1,595 1,384 1,604 1,837 1,958 1,859 1,661 1,595 1,556 1,558 19,927

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

1,959 1,773 1,864 1,598 1,801 1,988 2,095 1,995 1,813 1,846 1,816 1,787 22,335

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

1,635 1,365 1,388 1,240 1,426 1,354 1,445 1,435 1,306 1,418 1,472 1,371 16,855

従量電灯C
使用電力量(kWh)

20 針ヶ谷保育園

従量電灯C
使用電力量(kWh)

東大成保育園23

従量電灯C

従量電灯C

使用電力量(kWh)

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

契約種別

従量電灯C

従量電灯C

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

従量電灯C

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

9

10

11

12

常盤北保育園

文蔵保育園

原山保育園

従量電灯C

従量電灯C

番号

2 領家保育園
契約容量（kVA）

従量電灯C
使用電力量(kWh)

施設名称

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

上大久保保育園21

22 日進保育園

15

16

18

17

19

3

辻保育園

三室保育園

白幡保育園

白鍬保育園

大東保育園

東仲町保育園

13

8

常盤保育園

14

4

浦和中央保育園5

南浦和保育園

田島保育園7

西堀保育園

尾間木保育園

岸町保育園

駒場保育園

大久保保育園

1

6

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)



別紙３－２　各需要場所の電気使用実績（契約電力（ｋＶＡ），使用電力量） 従量電灯B又はC

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計
契約種別番号 施設名称

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,473 1,353 1,516 1,325 1,573 1,695 1,681 1,707 1,514 1,485 1,513 1,299 18,134

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 -

1,998 1,787 1,953 1,643 2,052 2,173 2,020 1,955 2,039 1,900 2,046 1,807 23,373

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

3,188 2,990 3,022 2,341 2,250 2,497 2,626 2,608 2,503 2,402 2,531 3,044 32,002

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 -

1,105 967 965 856 975 1,050 1,105 1,105 941 976 964 952 11,961

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

1,817 1,510 1,618 1,533 1,759 1,841 2,014 1,915 1,740 1,725 1,640 1,510 20,622

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

1,684 1,484 1,474 1,140 1,288 1,482 1,575 1,442 1,392 1,246 1,331 1,501 17,039

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

913 841 902 736 753 842 883 830 840 835 758 875 10,008

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

1,363 1,204 1,188 942 1,166 1,186 1,167 1,265 1,115 1,140 1,235 1,110 14,081

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

1,377 1,270 1,389 1,201 1,485 1,527 1,452 1,478 1,406 1,364 1,470 1,228 16,647

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

1,769 1,465 1,595 1,416 1,646 1,691 1,768 1,643 1,513 1,670 1,643 1,527 19,346

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -

2,110 1,750 1,895 1,691 1,940 2,077 1,859 1,868 1,916 2,036 2,013 1,778 22,933

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 -

1,267 1,216 1,259 1,101 1,063 1,217 1,318 1,201 1,175 1,175 1,117 1,253 14,362

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -

2,060 1,833 1,882 1,710 1,939 2,160 2,305 2,209 1,939 1,950 1,918 1,786 23,691

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 -

2,500 2,079 2,043 1,679 2,225 2,017 2,182 2,482 2,078 2,076 2,286 1,965 25,612

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

2,199 1,885 1,865 1,650 1,816 1,877 1,903 1,944 1,617 1,632 1,890 1,760 22,038

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -

1,795 1,475 1,474 1,344 1,591 1,662 1,649 1,697 1,411 1,601 1,569 1,422 18,690

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

2,080 1,810 1,795 1,377 1,638 1,912 2,121 2,087 1,761 1,443 1,514 1,646 21,184

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

1,723 1,531 1,488 1,397 1,635 1,739 1,752 1,837 1,527 1,567 1,502 1,413 19,111

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

1,268 1,102 1,184 1,022 1,145 1,298 1,396 1,441 1,266 1,109 1,161 1,041 14,433

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -

2,020 1,727 1,725 1,508 1,834 2,254 2,545 2,220 2,133 1,842 1,608 1,748 23,164

45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 -
2,825 2,436 2,387 1,917 2,044 1,864 1,850 1,760 1,985 2,135 2,456 2,531 26,190

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

1,298 1,012 1,015 917 1,167 1,232 1,397 1,348 994 1,048 1,114 1,122 13,664

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 -

1,915 1,567 1,573 1,439 1,723 1,972 2,292 1,966 1,597 1,639 1,635 1,722 21,040

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

使用電力量(kWh)

従量電灯C

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

従量電灯C
使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

契約容量（kVA）

27

28

25

上小保育園

三橋保育園

日進西保育園

天沼保育園

宮原保育園

26

24

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

36
契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

37

38

泰平保育園

馬宮保育園

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

従量電灯C

従量電灯C

従量電灯C

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

従量電灯C
使用電力量(kWh)

従量電灯C

40 上落合保育園

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

契約容量（kVA）

奈良保育園

植水保育園

東大宮保育園

寿能保育園

30

31

使用電力量(kWh)

35

29

39

指扇保育園

七里東保育園

三橋西保育園

大成保育園

片柳保育園

契約容量（kVA）

使用電力量(kWh)

32

33

34

41

43 八王子保育園

46 美幸保育園

大戸保育園

45 諏訪保育園

44 岩槻本町保育園

下落合保育園42



別紙３－２　各需要場所の電気使用実績（契約電力（ｋＶＡ），使用電力量） 従量電灯B又はC

令和7年2月 令和7年3月 令和7年4月 令和7年5月 令和7年6月 令和7年7月 令和6年8月 令和6年9月 令和6年10月 令和6年11月 令和6年12月 令和7年1月 合計
契約種別番号 施設名称

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 -

1,097 956 1,077 819 803 928 1,146 1,100 1,092 1,217 1,060 1,099 12,394

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

53 48 52 50 51 38 51 55 53 54 53 54 612

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

20 16 24 21 21 24 23 19 21 25 21 22 257

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 983 -

83,143 73,036 76,260 65,025 75,157 80,232 82,912 81,307 73,959 73,432 75,591 72,465 912,519

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 -

73 64 76 71 72 62 74 74 74 79 74 76 869

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 -

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

契約電流（A）
従量電灯B

使用電力量(kWh)

契約電流（A）
従量電灯B

使用電力量(kWh)

契約電流（A）

契約電流（A）

使用電力量(kWh)

契約電流（A）

合
　
計

従量電灯Ｃ

使用電力量(kWh)

使用電力量(kWh)

従量電灯Ｂ

使用電力量(kWh)

契約容量（kVA）

53 大谷場保育園
契約電流（A）

従量電灯B
使用電力量(kWh)

52 大谷場保育園
契約電流（A）

従量電灯B
使用電力量(kWh)

51 大谷場保育園
契約電流（A）

従量電灯B
使用電力量(kWh)

50 大谷場保育園
契約電流（A）

従量電灯B
使用電力量(kWh)

従量電灯C
使用電力量(kWh)

47 大谷場保育園
契約容量（kVA）

48 大谷場保育園

49 大谷場保育園
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さいたま市電気需給契約基準約款 
 

（総則） 
第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書等（別添の

仕様書、見本、図面、明細書及びこれらに対する質問回答書等を含む。以下同じ）に従い、日本
国の法令を遵守し、この契約（この約款及び仕様書等を内容とする電力の供給の契約をいう。以
下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、仕様書等に基づき、発注者の需要場所で使用する電力を需要に応じて供給し、発注
者は受注者にその対価を支払うものとする。 

３ 機器の設置その他電力を供給するために必要な一切の手段については、この約款及び仕様書等
に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 

４ 受注者は、この契約の履行に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。なお、この契約が終
了した後も同様とする。 

５ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければ
ならない。 

６ この契約に関して発注者と受注者間で用いる言語及び通貨は、日本語及び日本円とする。 
７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めが

ある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによるものとする。 
８ この契約の履行に関して発注者との受注者間で用いる用語は、特別の定めがある場合を除き、

電気事業法（昭和３９年法律第８９号）の定めるところによるものとする。 
９ この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び

商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 
１０ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
１１ この契約に係る訴訟の提起又は調停（第３５条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の

上選任される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意に
よる専属的管轄裁判所とする。 
（権利義務の譲渡等） 

第２条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはなら
ない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 
（使用電力量の増減） 

第３条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 
（接続供給契約等により生ずる債務の負担） 

第４条 受注者が一般送配電事業者と接続供給契約等を締結し、発注者に電気の供給を行う場合に
おいて、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務（発注者に起因し生ずる金銭
債務を除く。）は、受注者が負担するものとする。 
（高圧電力の契約） 

第５条 契約電力が５００キロワット以上の場合において、当該契約電力は、使用する負荷設備及
び受電設備の内容、１年間を通じての最大の負荷、操業度等を基準とし、発注者と受注者とが協



議し定めるものとする。 
２ 前項の契約電力は、契約上使用できる電気の最大需要電力であり、第１１条の計量により算定

する値が原則としてこれを超えないものとする。 
第６条 契約電力が５００キロワット未満の場合において、各月の契約電力は、次の各号に該当す

る場合を除き、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値と
する。 
⑴ 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む１月の増加した日以降の期間の最大需要

電力の値がその１月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前１１月の最大需要電
力のうちいずれか大きい値を上回るとき。 

⑵ 契約受電設備を減少する場合等で、１年を通じての最大需要電力が減少することが明らかな
とき。 

（低圧電力の契約） 
第７条 契約電力が５０キロワット未満の場合において、当該契約電力は、使用する負荷設備及び

受電設備の内容、１年間を通じての最大の負荷、操業度等を基準として、発注者と受注者とが協
議し定めるものとする。 

２ 前項の契約電力は、契約上使用できる最大電力である。 
（契約電力の変更） 

第８条 第５条第１項及び前条第１項の規定による契約において、契約電力を変更する場合は、発
注者と受注者とが協議をし、これを変更するものとする。 

２ 契約電力が５００キロワット以上の場合において、発注者が、前項の協議を経ずに契約電力を
超えて電力を使用したときは、発注者と受注者とが協議をし、契約超過金の支払いの適否及びそ
の金額を決定するものとする。 

３ 第６条の場合において、最大需要電力が５００キロワット以上になるときは、契約電力を発注
者と受注者とが協議し速やかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第６条によって定
めることとする。 
（電灯の契約） 

第９条 電灯の契約をする場合における契約容量及び契約電流は、発注者と受注者との協議によっ
て、使用する負荷設備及び受電設備の内容、１年間を通じての最大の負荷、操業度等を勘案し、
これを定めるものとする。 

２ 前項の契約容量及び契約電流は、契約上使用できる電気の最大容量及び最大電流とする。 
（契約容量等の変更） 

第１０条 前条第１項の規定による契約において、契約容量又は契約電流を変更する場合は、発注
者と受注者とが協議をし、これを変更するものとする。 
（使用電力量等の計量） 

第１１条 計量日は、一般送配電事業者が定める日とし、受注者は、計量日に計量器に記録された
値を読み取り、使用電力量等を算定し、発注者に通知しなければならない。 

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに契約の履行を確認しなければならな
い。 



３ 計量器の故障又は受注者の責めによって使用電力量等を正しく計量できなかった場合は、過去
の実績等を参考とし、発注者と受注者とが協議して使用電力量等を算定するものとする。 
（料金の算定期間） 

第１２条 この契約に係る料金の算定期間は、原則として前月の計量日から当該月の計量日の前日
までとする。 
（料金の支払い） 

第１３条 受注者は、第１１条第２項の確認又は第３項の算定の終了後、発注者に供給済の電力量
等に相応する契約代金の支払いを請求することができる。 

２ 発注者は、第１項の規定による請求を受けた時は、その日から起算して３０日以内に供給済の
電力量等に相応する契約代金を支払わなければならない。 
（履行報告） 

第１４条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しな
ければならない。 
（材料等の品質） 

第１５条 材料等の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示
されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 
（仕様書等の変更） 

第１６条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様
書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納
入期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけ
ればならない。 
（契約代金の変更方法等） 

第１７条 契約代金の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の
日から１４日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するもの
とする。ただし、契約代金の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が
負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 
（発注者の損害賠償請求等） 

第１８条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の
賠償を請求することができる。 
⑴ 需給期間内に契約の全部又は一部が履行されなかったとき。 
⑵ 第２４条各号又は第２５条各号に定める事由があるとき。 
⑶ 前２号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で

あるとき。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、当該日から契約

期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量等に基づき、「契約金額一覧」の２に準じ



て算定した料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に１１０分の１０
を乗じて得た金額（円未満の端数は切り捨てるものとする。）を差し引いたもの及び再生可能エ
ネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の
指定する期間内に支払わなければならない。 
⑴ 第２４条又は第２５条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務

について履行不能となったとき。 
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５
号）の規定により選任された破産管財人 

⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第
１５４号）の規定により選任された管財人 

⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第
２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により同項各号が第２項第２号に該当す
る場合とみなされる場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに
帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第２項の場合（第２５条第７号及び第９号の規定により、この契約が解除された場合を除く。）
において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当
該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 
（談合等の不正行為に係る損害賠償金等） 

第１９条 この契約に関し、受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約
を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することなく、損害賠
償金として契約期間に係る契約電力及び予定使用電力量等に基づき、「契約金額一覧」の２に準
じて算定した金額の１０分の２に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければな
らない。 
⑴ この契約に関し、受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者
団体（以下「受注者等」という。）が、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反したと
して、受注者等に対する独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定による排除措置命令又は
独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定
による課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）が確定したとき（確定した納付命令が独
占禁止法第６３条第２項の規定により取り消されたときを含む。）。 

⑵ この契約に関し、受注者（受注者が法人の場合においては、その役員又は使用人）の独占禁
止法第８９条第１項又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６に規定する刑が確定し
たとき。 

２ 前項の規定は、この契約による電力の供給の完了前後を問わない。 
３ 第１項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合におい



て、発注者がその超える分について受注者に対し請求することを妨げるものではない。同項の規
定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を
超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 
（受注者の損害賠償請求等） 

第２０条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠
償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に
照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 
⑴ 第２７条又は第２８条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であ

るとき。 
２ 第１３条第２項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、約定期間満了の日の

翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額から、消費税額及び地方消費税額（以
下「消費税等相当額」という。）から電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特
別措置法（平成２３年法律第１０８号）に基づく賦課金（以下「再生可能エネルギー発電促進賦
課金」という。）に１１０分の１０を乗じて得た金額（円未満の端数は切り捨てるものとする。）
を差し引いたもの及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に対し、契約日にお
ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規
定に基づき財務大臣が定める率（年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日の
割合とする。）を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が１００円未満であるときは全額
を、１００円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の支払い
を発注者に請求することができる。 
（第三者による代理受領） 

第２１条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人
とすることができる。 

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に
対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。 
（機密の保持） 

第２２条 発注者及び受注者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、この契約
終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、発注者及び受注者の業務運営上特に必要
な場合は、この限りでない。 
（発注者の任意解除権） 

第２３条 発注者は、契約の履行が完了しない間は、次条又は第２５条の規定によるほか、必要が
あるときは、この契約を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたとき
は、その損害を賠償しなければならない。 
（発注者の催告による解除権） 

第２４条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行



の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期
間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である
ときは、この限りでない。 
⑴ 正当な理由なく、契約の履行をすべき期日を過ぎても電力を供給しないとき。 
⑵ 契約の履行の全部を完了する見込みがないと認められるとき。 
⑶ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
（発注者の催告によらない解除権） 

第２５条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除する
ことができる。 
⑴ 第２条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。 
⑵ 電力を供給することができないことが明らかであるとき。 
⑶ 電力の供給を拒絶する意思を明確に表示したとき。 
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す

る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することが
できないとき。 

⑸ 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約
をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過し
たとき。 

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても
契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第２号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において
同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 

⑻ 第２７条又は第２８条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又
はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）
が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる

とき。 
カ 材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当す

ることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 



キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を材料等の購入契約その他の契約の相手
方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除
を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

⑽ 第１９条第１項第１号又は第２号に該当するとき。 
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２６条 第２４条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
（受注者の催告による解除権） 

第２７条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を
し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経
過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
この限りでない。 
（受注者の催告によらない解除権） 

第２８条 受注者は、第１６条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が３分の２以上減少
したときは、直ちにこの契約を解除することができる。 
（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第２９条 第２７条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるとき
は、受注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 
（解除に伴う措置） 

第３０条 発注者は、第２３条、第２４条、第２５条、第２７条又は第２８条の規定によりこの契
約が解除された場合においては、供給済みの電力量等に相応する契約代金を受注者に支払わなけ
ればならない。 
（不当介入等に対する措置） 

第３１条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団関係者から不当な介入を受けたときは直ち
に発注者に報告するとともに、警察に通報しなければならない。 

２ 受注者は、当該契約の履行に係る契約をしていた第三者が暴力団関係者から不当な介入を受け
たときは、直ちに発注者に報告するとともに、当該者に対して、警察に通報するよう指導しなけ
ればならない。 
（臨機の措置） 

第３２条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければな
らない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見
を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 

２ 受注者は、前項の場合においては、そのとった措置の内容について発注者に直ちに通知しなけ
ればならない。 

３ 発注者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨
機の措置を執ることを請求することができる。 

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合は、当該措置に要した費用のう
ち、受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、



発注者がこれを負担する。 
（一般的損害） 

第３３条 契約の履行について生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、そ
の損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 

２ 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければなら
ない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注
者が負担する。 
（損害賠償） 

第３４条 発注者は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができ
る。 
（紛争の解決） 

第３５条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協義して定めるものにつき協議が整わ
なかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受
注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法（昭和２６年法律第２２２号）に基づく調停により
その解決を図る。 

２ 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続きを経た後でなければ、同項の発注者と受注
者間の紛争について民事訴訟法（平成８年法律第１０９号）に基づく訴えの提起をすることがで
きない。 
（補則） 

第３６条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定め
る。 

附 則 
この約款は、平成１６年５月１日から施行する。 

   附 則 
 この約款は、平成１７年７月１日から施行する。 
   附 則 
 この約款は、平成１８年７月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２０年１月１５日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則 
 この約款は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２３年４月１日から施行する。 
 



附 則 
 この約款は、平成２３年８月２２日から施行する。 
   附 則 
 この約款は、平成２４年３月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２７年８月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、平成２９年１月１５日から施行する。 

附 則 
 この約款は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則 
 この約款は、令和２年５月１日から施行する。 
 
 


